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徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

平
成
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
三
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
一
定
の
区
域
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

の
り
等
養
殖
業
（
青
の
り
）
の
表
渭
東
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
市

徳
島
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
波
市
土
成
町

令
和
四
年
八
月
五
日

昭
和
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
中
村
字
清
水
一
五
四
の
六
、
一
六
〇
の
八
、
一
六
〇
の
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
八
月
二
十
六
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

海
部
郡
海
陽
町
小
川
字
請
五
番
一

８

中
部
山
渓
轟

地
先
か
ら

４

一
九
六
・
三

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

１

公
園

同

五
番
三

地
先
ま
で



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を

確
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

採

用

試

験

の

名

称

採

用

候

補

者

名

簿

に

記

載

及

び

施

行

年

月

日

さ
れ
て
い
る
採
用
候
補
者
数

警
察
官
Ａ
（
男
性
）
採
用
共
同
試
験

（
徳
島
県
志
望
者
）

○
第
一
次
試
験

令
和
四
年
七
月
十
日

四
十
六
名

○
第
二
次
試
験

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日
、

徳
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
四
年
八
月
十
八
日

八
月
三
日
及
び
四
日

徳
島
県
警
察
官
Ａ
（
女
性
）
採
用
試
験

○
第
一
次
試
験

令
和
四
年
七
月
十
日

○
第
二
次
試
験

二
十
名

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

及
び
八
月
五
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
採
用
候
補
者
名
簿

は
、
令
和
四
年
八
月
十
八
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

徳
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
三
年
八
月
十
九
日
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